
つくば市の竜巻災害 

平成24年5月6日（日）に発生した竜巻 
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竜巻の発生と被害概要 

 人的被害 H25.11.1現在 

• 死者１名，負傷者３７名 

 住家被害（合計 1,114棟） H25.11.1現在 

• 全壊住宅   ２１０棟 

• 大規模半壊  ５０棟 

• 半壊       ２０９棟 

• 一部損壊   ６４５棟 

 ライフライン被害 

• 電気 一時停電 

５月６日発生直後 21,012世帯 

５月９日完全復旧 

• 上水道 一部断水（5月6日復旧） 

• 道路 一時通行止め（5月9日復旧） 

• 電話 一時不通（5月13日復旧） 

被害概要 
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発生状況 

平成２４年５月６日（日） 

 １２:３８ 茨城県竜巻注意情報発表 

 １２:４６ 消防本部にけが人発生の情報入電 

幅  約500m 

長さ 約17km 

12：53 

12：35 

移動時速60ｋｍ 
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【竜巻の風速】 藤田ｽｹｰﾙ： Ｆ３（70～92m/s） 



新がんばる商店街７７選に選定された『北条商店街』 

被災前 被災後 

被災前 
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被災直後 



被災地の現在（平成２５年11月） 
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現在の状況 



被災直後の北条商店街 

被災直後 
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被災地の現在（平成２５年11月） 

現在の状況 



大きな被害を受けた集合住宅と 

手前の戸建住宅２棟（うち１棟は全壊） 

被災直後 
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被災地の現在（平成２５年11月） 

現在の状況 



写真提供：国土技術政策総合研究所・建築研究所 

倒壊した戸建て住宅 

被災直後 
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被災地の現在（平成２５年11月） 

現在の状況 



住宅街の被災状況 

被災直後 
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被災地の現在（平成２５年11月） 

現在の状況 



平成24年5月6日（日） Ｎｏ.1 
 災害対策本部，現地災害対策本部設置 

   （現地本部：5月6日～6月15日） 

 被災住宅，被災者状況把握開始（全戸） 

 ガレキ撤去，受入：5月6日～平成25年1月31日 

    → 総処理量12,537.98トン 

 救援物資配布：5月6日～7月23日 

 給水活動：5月6日～8日 

 自衛隊の災害派遣：5月6日～8日（捜索活動） 

 避難所開設：5月6日～16日 

 ライフライン復旧開始（電気・電話・道路・上下水道） 

 公共施設被害把握（幼保小中学校・集会所・消防団施設等） 

 
 

 

 

 

 

災害対応 
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平成24年5月6日（日） Ｎｏ.2 
 情報提供，収集開始（HP・広報車・ﾁﾗｼ等） 

    →広報車両等による生活支援情報：5月6,7日  

    →被災者世帯へのチラシ等の各戸配布：5月9日～10月10日 

 福祉活動開始（要援護者等支援） 

    →ひとり暮らし高齢世帯，高齢者世帯訪問：５月6日～11日 

      （ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ，がれき入れ袋，非常食の配布）     

    →ひとり暮らし重度身体障害者，障害者世帯訪問：5月6,7日 

 被災地警備開始 

    →消防本部，消防団による夜間巡回：5月6日～31日 

    →防犯サポーターによる防犯パトロール：5月8日～11月9日 

 他市等からの支援物資受入開始 
 

 

災害対応 



平成24年5月7日（月） 
 農地，農作物被害把握開始 
 ボランティアセンター開設 
    →筑波交流センター：5月7日～6月15日 
    →つくば市社会福祉協議会 
          6月16日～平成25年10月31日 
 義援金受入開始  
 仮設トイレ設置 
 被害住宅の実態把握（り災証明発行事前調査） 
    →判定基準統一化,現地事前調査 
 被災者への入浴支援開始 
    →ふれあいの里：5月7日～13日 
    →市民研修センター：5月8日～6月30日 
 視察対応（5月7日～ 全27回） 
 税，保険料等減免受付開始：5月7日受付開始 

 
 

災害対応 
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平成24年5月8日以降 Ｎｏ.1 
 被災者食事支援：5月8日～16日 （北条地区） 

 健康相談開始 

    →ひとり暮らし高齢世帯，高齢者世帯メンタル対応 

       5月14日～21日 

    →健康相談所：5月14日～6月6日 

    →小中学校へのスクールカウンセラー派遣  

     （北条小学校：計5回，筑波東中学校：計6回） 

    →被災地への健康調査訪問 

      １回目：6月21日～7月6日 訪問件数109件 

      2回目：7月23日～8月9日 訪問件数112件 

 

 

 

 
 

災害対応 
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災害対応 

平成24年5月8日（火）以降 Ｎｏ.2 
 竜巻災害支援金・義援金 

    →被災者再建支援制度の相談 ：5月13日～21日 

    →現地窓口開設 ： 5月22日～6月25日 

      （筑波・大穂窓口センター） 

    →支援金，義援金未申請世帯への戸別訪問 

       （平成25年11月再度戸別訪問予定） 

    →支援金支給件数：479件 

    →義援金配分件数：一次418件，二次579件，三次223件 

 り災証明受付発行：5月18日発行開始 
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平成24年5月８日（火）以降 Ｎｏ.3  
 住民説明会 

   →筑波地区： 5月21日，大穂地区：5月22日 

 仮設住宅申込，入居開始：5月22日申込開始 

   （入居確定：39件，平成25年11月1日現在入居件数：4件） 

 中央要望 

 竜巻災害相談センター開設：6月18日～8月31日 

   →筑波・大穂窓口センター 

 住宅応急修理：5月22日～7月31日申込受付 

   →申込件数：104件 

 竜巻災害現状確認のための戸別訪問 

  （平成24年12月10日～平成25年１月18日：503件訪問） 

災害対応 
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     気象庁気象研究所 

     （独）建築研究所 

     （独）防災科学技術研究所 

     気象庁水戸地方気象台 
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竜巻講演会   平成２４年６月３０日   

竜巻災害をふまえて，その研究と
防災について，講演会を開催。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/Kouenkai201206/120630tornado-sympo-leaflet.pdf
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竜巻災害報告会～１年を迎えて～ 

平成２５年５月６日 市民ホールつくばね 



○ 市民意識の高揚，各自の備え強化 

 
  → パンフレット「我が家の防災チェックBOOK」，「竜巻から身を守る」などの全戸配布 

  → 「防災マップ」，「洪水ハザードマップ」の作成・「土砂災害ハザードマップ」の作成予定 

  → 出前講座による啓発 

１ 一人一人が自ら取組むこと（自分の命は自分で守る）【自助】 

つくば市が進める防災対策 
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対策１ 



○ 自主防災組織への支援   

 

  → 結成時（上限５万円），資機材整備（上限２０万円）の補助 

２ 地域や身近な人が一緒に取組むこと（地域の安全はみんなで守る）【共助】 

○ 地域防災活動への支援 
  → 地域との連携による学校防災力強化推進事業の実施（教育委員会） 

  → 学校防災力強化推進事業と連携した「地域見守り活動」の実施（社会福祉協議会） 

○ 地域意識の高揚，地域の備え強化  → 出前講座による啓発 

つくば市が進める防災対策 
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○ 情報伝達システムの構築 
  → 防災行政無線、エリアメール，メディアなどを活用し，地理的条件を考慮するなどつくば市の 

    実情にあったシステムの構築 

  → 土砂災害警戒区域等に指定されている地域への防災行政無線の整備 

○ 避難所機能の充実 
  → 備蓄品，災害用深井戸，非常用電源、通信手段の確保 

○ 防災協定の充実 
  → 民間企業，業界団体，他自治体との災害時の支援・応援の協定を締結 

○ 総合防災訓練の実施 
  → 市民，消防，警察，自衛隊，ライフライン関係機関，防災協定締結機関，医療関係機関との連 

   携体制の充実 

 

 

 

 

 

３ 自治体などが取組むこと（自治体などの義務）【公助】 

○ 消防機能の充実 
  → 老朽化した消防本部庁舎・中央消防署庁舎を 

  一体化し，防災活動拠点の整備・充実を図るため， 

  新消防庁舎の建設 

つくば市が進める防災対策 
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対策３ 
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災害発生時の被害を最小限にするためには 

自助・共助・公助の連携が重要 

 
 
 
 

【公 助】 
 自治体などが取組むこと 

 
 
 
 
 
 
 
 

【共 助】 
 地域や身近な人が一緒に取組むこと 

 
 
 

【自 助】 
 一人一人が自ら取組むこと 

 
 
 


